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号計変

図認
法 永通のを

年 画更

称前のし
第 駅書可

律 山

とた

）第

起旭条り）

お。 号

川
市丁
永目条

北路の

法、道地

年は土

道域

第海区

律

建
都 第

部 ）

設 号

市

名た及 の

課 １

画 第

計 条

土

称日置量

月数 位 年び
ま地

二平上番先

級成磯
郡地で 河
川年知先

森８内ま

越月町で

川９字、

館

川お函

廃と道

りの海
す現

等示木

地告土

敷り
に

後後じ。所

生る業

が
、置

でえ

の備

た

月地

九先

日

で
ま

金

前

曜

日

旭条規
の

項

点２１

山第
定

終
川

１、

山り

永目よ

市丁に
お

主旭条と
の

次

点

置 定

え 規

備 の

に 項

な川

、

一道 り

て海 よ

い北 に

覧堀 計

縦 市

の事 都

般知

す 次

供 を

に 画

平 水日森

方 系越番

メ 森６
及ト 北川地先ー 越番地

道、びル 海先

知同

事字番
地
先 番 堀

か

河い

ら 地

川て

法縦

でらで行に

まかま施覧
す

令供

昭る

和。

年
第
令
政

らでら

かまか

山地 過
永目土 経市丁り

岩名滝虻白市
北

地１区
海

町
善 寄川田老）

見区 道

市市市町町賞名
村 行 沢

旭

北
り

也 お

。 と

る達 の

幌 道
海市滝札網北

町
会）川市走竜川

社区
名市区市町市

献村西 貢

先

賞

達

ら番 か

也

地

変変海た平

北し

６７定

更更道。成

認表
則月 内年規８

の可彰年

月

事施設

２３４５

第
）
号

の可 施 所行認

業 務立

事 平組
１

在月 期
所地年 行

合 成

若南山田氏

月名 ８
年の

英五広一

名

田槻田中

太 中平松

は

夫郎志晃敏又

名
木水野田野

々
氏佐清

夫一義彦 又
良良慶定和

容日９

は
一

成
平日

設平公

北

計成年

の

則

及月規

要７道

概年海

び
資日第

金

丁部町平

地間区日
計号

東蘭目、字成

河平河鈴

東成
郡南の同下 郡
音年音４全町音年

更丁部中更 更
町月町目、鈴北月

鈴の同蘭５ 南

６西

鈴日蘭全町南線日

園、鈴丁の

蘭か公部南

ず
す

町
更
音

日
９称

南ら

同功
名

体
団

地
土

台
ん
ら

名
体

団

医

績 良
優同同同 知功薬同同同同

道
海

北

変基

のに

画）

堀績事

事

く

更づ

表

一

を
者

賞
受

の
彰

表
事
知

町北の部

３平の同蘭目

部南６一

丁成一

目

同蘭目、

６年、鈴丁部
全町

地月町南の同

番３
南５

ま蘭目、下

日鈴丁部字
北

３全町更

で南の同音

同蘭線

目、鈴４

丁部中

道
海

北
合

組
理

整
画

区

の

三知

六

の功

員容

職内

療

の

堀
事

お
と
の
次

容者

也

内労 達

部南５の

一町南西

決
り の、

同蘭目部

、鈴丁一

也
達

南６一同

町南



２

事業履加プ
参ア

平 業務行資ロ適

成 内期格ポ正

十 名容限及ーに

四 びザ業

年 選ル務

八 アル平定のを

北 海

概

と成業

の平事

同次

１

お

区ロ月
プ８ 平

り年要 豊

ー日
ポ９

道 公 報

市

幌幌

滝津札三芽帯札

央央

中中 上別石室広 市

町町区町町市区

第

見満

小栗岩羽稚女美同

市町町

沢別

樽沢幌内幌

市町市町

号

市市
島

狩館
広

石北函同

市

月 ウアー成基提遂

九 準出行 トウル

日

にる

ドトや年者す

アドマ

求め

・アナ月要た

ル活ー

ー動を日す、

金 ルを平る過

・行易金資去

曜

ナ者解企

マうに）格に

日

気ザ

・とし・

ーに説画

ル 公

要 出を に出 街提

にの

軽
援

応
者。

害る
す 障

請 る

上海の

滝津天三中北ば

理 町垣道会 石
教立 ラ敏帯． 別町 ボ立

第 テ雄美

ン広
ボラ

ア館 二ボ 北 ィ術 理
クン 学ン 容 ーラ 海中 サ

ボ稚青伊松

校 道 ルテテ

あ藤井 ラ 樽内 れ

小いふ

も話 ちラ秀一 ン い お手
ィー ッ

ラ ちサ夫敏 テ イ
ラル

ボア ラク いク空

ゃ
ブ

ンは イ

島市条

狩広館

石北函北

線教

老無会音

害市社

障

進事 共十
推 と赤

育楽

人

ケてポ集

ポった編 に字

ト刷

ト要ッ印

ッ必ケ・

クウッ製

ッアブ・

ブな
作務

成ドの業

作トク本
行

動業履

業活成の

事ア

ル
グ

行を経

を務

告

ィ

堀
事

同知
道
海

プ北

ー

ぽし 教ア んア 生 組 たィ

会合区会か会

ぽらの 徒

夢 のテ

同同同同同同同

会
手 の リな ア加 ラィま

同同同同同

ー会会す」

む仕
連務 歩奉

員

同同同

ラ
ボ同同同

会団会所
絡

託が

う委験

活
ア
ィ
テ
ン

４

。
のるる

ですあ

上

の画

の契要関３そ企

そ

同案

書情に他提

他約連

也
達

成をじ書

作報

出参

資平提持企平提持
場す

格成出参画成

場す提 審

はこ

査年所る案年所る

申８はこ書８

付接

担郵北電説平交直
場交

当便海話明成

部番道番書

はす

課号総号の年所付

続

アイ手
３

合交８

務総主画ア企業

業企等

ト構処

処括な提ウ画務

者
践
実
動

理責業案

が基

と事制定

こ体選

イ

入。に

確る
のあ準

。業

ヒ

るる

否すす

要手関

の

を

会グ

照ン

のリ

めア

た

う

口行

窓

。

請月、との月、と

。提 書
提同期同

の日に出日に

。等）。

出月じ限火じ

５５

等後後

限午午

期）
でで

まま

時時

付月、る 企
－画－期
間日に郵 部

及同送 地－ 域び月じは

場）。し 札振

所かな
。 内 市室らい

幌興
中地

。

央域日） 線

区政

）

北策－金

３課

ア案ス

体任務のド成理

及歴容活及ケ

制者経内

イー

業にレュ

び動びジ
ト

当ルウ

担うアル

務伴
ナジ

マー
・メ

ルイ

者ー

め
た
の

施
実。
なと
実こ

案
提
画
企

ほ
の
者
任

責
、

あ
数
多
が

者

三 る

七

ま

、
は

合
場

６
西で

条

後
午

ら
か

時
９

目前

丁午

ー

ま
時

５

のと
報ご

情ジ
係ー
関ペ

従
に
務
業

か

法
方
集

収）

書

以
名
２
が

者
る
き
で

事
保

確
上

）
で

よ
に

み
の

類

る
き

で



網第網第網第

２３

成
平同同

走号走号走号

北 海

更

第網第変登番

３
号走号後録号

年
録

同登

道 公 報

更２

変代変登番網第網

事者前録号走号走

更表
氏

項の

録成

名登平同

年

第

第出 北

北１が 海

項あ平 道

のっ成

海
網道
規た 走種
定。年 支

に８

馬
庁

よ月

鈴
告

り９

し
示

、日

ょ
第

号

１詳
る

平次細
成審は
十査、
四を企

年行画

八う提

走南呂代

網番網山常永
郡町

走地
郡郡

東美番佐

琴町１間地

藻幌地呂番

青字

村字町

町

南呂代

山常永住
日

月

郡

番佐

月

字所

町

１間地

地呂番

日

美

郡郡

走地走

住網番網
青

村字

琴町

藻幌

東

所

次
生
産
の 号 支

条種
締り

取お
売と

販

庁
則集

規ょ
行し

施鈴
例馬

告荷
昭販

月こ案

九と説

日

）る
。よ

るに
あ書

が明

金

と
。こ

曜。

日

幌表呂表

東代美代佐代
町事

琴理町理間理

藻表

向

農専業組農

村事農事
同長小協井

業務協合業
組農

同田組原同正

協山

代氏

美忠

合好合夫

組合

事

理間理名

表呂表

代佐

は

合業合

組農組又

事町
組名

澤同田

長石協長武

氏東代美

光道称

博合弘

村事農

名琴理町

藻表幌

長佐同

業合協

又農組業

合俊

名組合

同藤組

は協

業北

和売

称彰

年者海

示

支 道録走 海登網 北の道

変 第に長 則項庁 規事
更太

東美佐

っ 第
あ田 ）
が 号

３

村町町

琴間 幌 藻呂

を道医調た件こ

格し条
一
の 成有が療達者付

平
す行用をで入

る競
札 年るう具すあ般

地

呂荷

佐集

北こ指販る

１２

町域

間
調人調納納札の

入入次

を参ず に達工達にい

札
す臓す加れ 付入入 を腎

荷藻

集東美

る装るすに

協

域村町

地琴幌

北

次な定 海

のおの平 道

と、適成 立

おこ用 北

りのを年 見

一入受８ 病

般札け月 院

た敏

１２３

３届
の夫 の
旨 条

る発及発

平開れ開所開

行地許び許

成発
のを名年

年為域可氏可

事
月は名受月

８又

北

都は 海

、 道

完
市
十

了
計
勝

し
画
支

た
法
庁

。 告

入
、 海と名売物こ争
は

等。札
地 道。競業品と

自 示入届に参
方 告争の

にをる資
治 第札出係加
法

すて速の施 号関し迅格

ア査令 はるいな審行 又
平指る
をとタ昭 成名こフ

和 年停をー

該 る期場 物置物るも

す

す

等透等に当 事
品品者

仕要る

項の析の日所必
北資と

称視様なこ

名監
び置成海格。

及装等平
道 数

見

量入年北

一札

高

式説月市

明

競にる９ 告

争係。日 示

入る 第

札調 ３ 道

達 号

以は 立

下、

北入
札年 見

と月
」４

病い

び

日区た及

９工称け日
幕平

ま住号

含の番

に者

川川別成

中中

郡郡町
協月

別別業５

幕幕農年

昭

町町

示和
第

年
号

第
律

法
第

）
号

北止証サ

条

道れしビ政 海さ明ー年

示い者の第 告てたス令

第なで体

号こるが。

９いあ制号

規。と備下

にとこ整以

定。さ

栄

物い」

るて令

すれ政

。丁

る１

よ町

に西

書日 う日

道
海

北
号
２

番
１
目

院

）ラ北

。マ

告

実シ道

をケ海

示

病

る作見

すで北

施ュ立

府
政山

た
れ長

さ院

。成

軍本同
合

岡町組日

番十

道表指 １ 海地代建 － 北
十理第 、

事 勝

長号

庁２合３

支－組－

の
項

１
第

田

尾飛令
指

長

る
よ

に
定

規

三次

八

のこい

品ると

行
発

開
の

第

の証）

入を。

購とう

達
調口

院
病

見
北

立

資明

治
篤章
稔

山

る
す保

関
に

工
る

す
関

に
為



８９

子 電札交交

電否入

平 報説

成

付付 に入明

十 札 よ書

四 るの

年 場方 入の交

八 札付

北 海

７

保和る郵
と郵 便 入以証入

ろにに

下札 札金年こ便

保 にを北
よる よ 証 消 参納海によ

す規るる入

金 費 加付道

等 よる則。札

の 税 し

道 公 報

６

札札札札
札

入入開開
入

証 場日場日
保

第

４５
執

約 審海札

イウ契北入

項 請を北行

条 申申査道

類っ市場 を 書行見の 請

と栄及 す

のた高所 示 の

提

号

者かア

はの
を請 ５ア査 の、審申 条

し のウ請 ２の ら申 のか

可 ま

月 はに

九 認否関所法

日

なる

めす

場

。項海海の

い事北北
道道

金

見北で

北立所

曜

高病付

市見交

日

第は 入 納

西庶る

栄院す

札認

付 」 うこ
の と とと

う る。る

免 い す。号め

） は下た

、 。 者以。

除
付 相 、だ

納
法 額 の務、

方 当 そ財し

は 含 の則度

等 を 者規再

政 。 積と札

、 む 見」入

所時所時金

会見）にに

北階北平着

道議市同同

成 海
見栄。。

年 北室高じじ

９

高送町
月 市郵西

び 場 方

西よ丁日 栄に１

時

法先は所町日

出き西

申け郵北査目

審丁

、１

番道果番

請れ便海結１

申号

類な号立を２

書ば
のら北
見請 提な

院に海

出い－病者北

先。

庶通道 の

れ ににけ期 定でな 規時
成 条るな平 るめば よ定
件
とら
こな

月 般
に。８ 一

ろい年 付
２か 入
、日 争
り９ 競
よ

２
番
１

目
丁

１課
町務。

の っう認

令 ） もいは

号

た。め

第

契）な
。 の の
約第い 条 分
金

７ ５

か 及 に条 額

海 す第 費北 当ら 消び 相
税

道 る 及

る目

地ま 務 以
び条 財 額

１ 丁合番後 １場１午 町
１、号時 目は２

番郵
号番海

２便北分

北立送 号道郵
北に 海

病る

道－見よ

立

院場

示北課す北

指務知立

北

北院

よ道。病

に海る見

し高課

成市務

作見庶

り
類丁

書１

請町

申西

た栄

９ で
のら 札

を目

日 の
び３ る
及月 あ

る 札
げ 入
掲で 、
にま で

す よ
有 し
を 加
格 参
資 に

．．

定 入
消の 則 の
方で 規 上
費
税札昭め

． イ

契日こ詳

所約本の細

の語入は

手及札、

続び及入

海課、

病北務は

見庶合

１道）必

院

約名

税す者員る契

イア

あ一とに

事る落でのこ

者額者る部。関

業金札

出番

提１

でをとかにす

な号

し２

て

開に入る捨

要そ号ア
札 げ金をた

札掲札落額
算額 の時決 る額加金

の

るう
ど す
か と
る う

入に

札

札約 務入

落財て契
っ

則 者書 規
効
第有 の作

に日び札 在

お本契説

い国約明

地て通は書

使貨、に

用調よ

郵電す達る

便話る手。

番番言続

号号語の

及停

び止

通等 －－

っ申税事

あ入なを免る
を称

か書たし事務

る札
記はる者担

免に者出業
いす北

事載、こが当

税
る札。るる海

業す落と

織立

でこ決たと組道

者

後しはの北

あと定だき

称病

か速、、名見

る。

札係し）

に定

をや落共

金も

い当 及るたを

おに
っ 他こ費額っ

てた び消

３て の税て

、
告の該札

には 公等当落
額格

定入 に取金価

規、

る書 めいにと

す札 定扱

格記 入円る

資に る１す

を載 札未の

決成
な

否 １札 方要 第入 条 定の
） 定。 規る の限 項 法に

落 め
を 定

者 り
た よ

し に

三
九

貨が
有 －り
得 北

る 海
道。

北
見
市
高
栄
西
町
１

者企び庶

問か札同及院
在課

ず消が業所務

わに

費

見税同消地

、費共体

課体等

もの業税

積等企
事

金事場税

た税の免

っ

であ者

の者で業

額業合
あっ申

しれ 関の、

有さ に満で

い金 る数札

なた す端入

のに 件あ参

者額 条がに

た該 違とす し当 にる加

札額 しは者 入金 反きる

入そ、 、の た、は

財札の消

定
者 予

札 た

は端費 分 務

の
限

制
。 の

る 格
す 価
と

最
で

内
囲

範

丁
目
１
番

か、書 のるて出 分

号
２

免そを
成す

相事構出

に税の提

等 ５ 則、数税 の 規

当業

効額に に 第無金
相 とを係

各るすり課

す切る 条当

も
を

格
価

の
低

。



１ 北

次 海

の平随 道

と成意 旭

契

所

お 川 在

り年約 土

随８に

地

木

意月係 現

契９る 業

約日物

北

所 海

北 海

５６７

般般成約名

契一一平契

約

に の競競

相争争年関称

手入入北す

方札札海る
旭務海

円円をの道事北

決公

道 公 報

２３４

札氏住氏住札

落平落落

札成
者金 ロを

氏

ー決年の名所名所額

札楢室

リし月名

タ定７
及株 除た
雪日日び式幌崎蘭

第

１ 北

次 海

の平落 道

と成札ロロ 旭

にー除ー お 川

り年係タ雪タ 土

一８るリドリ 木

般月物除ー除 現

競９品雪ザ雪 業

争日等車１車 所

号

平
成
十
四
年
八

の品 告

相等

道

示

手の

旭

第

方名

川

４

を称

市

号

条し数

６定び

山決及

永

た量

川を道
番海

１北

目
丁。

た木当川

し土担旭

定告

組現

続業る木

手現す土

第名企

示の所

告織業

所
所部

び務

号及総

１称画

社手業海

車住会市産市

区式町

台日稲株岸

１所

穂社丁

交除稲会３

と本

番

製条３

）機３目

換雪

台

番
４

目号

所丁２

作６

入の 告

及 札名 示

び に称 第

よ及ロ ３

りびー
・・

号

落数タ

札量リ
級 者除
） を雪

決車
と
台 し北級台
１ 定）１

た海）

月
九道
日

旭
川
土

金
木

曜現
日業

所

所
業
現
木

土
川

号旭

１道

課
地務

在総

島
田

長

川台）

旭２換

。道交

号

島
田

長
所
業
現
木

土

告
示

は水は
則

正

第大が第洪第

５雨」７水

条警に条注条第
余 を中報改中意第１ 」

」め報２

全をる予項水

部。報以各吐

に 北

幌幌第改 海

別平別３め 道

ダ成幌ダ条、 企

別ム第同 ム 業

操年ダ操２号 管

作８ム作号キ 理

規月操規エ中 規

６７
に在

意方約名所

随地契

に法す

約治関称地

契自

３４５

則
正

よ施る

契随 平随随

約意 成意氏住意

の契 契契

相約 年約名所約

手 ７のに

方

除随
２

月相係

の

ラト約

ト雪契

雪除意

クッ相

ッラ

又大区下号１

は雨」を号
のー に一警を注次ゲ 」
部報意
」うで

を又胆報よト 、
含は振

む洪中とに開

予水部い改度

」報警」うめ
）。ン

を区報に。るセ

」、

を以」チ

下風にメ

程９作程及 程

の日規び 第

一程昭オ ４

部の和中 号

」 を一

を 改部年

正を北

す改海

る正道」
に 程る業」 規す企を
改 を規管

め 次程理

た令務海海

っ行事北北

理を道道

由昭担旭旭道

す土市

和当川川

企

政組現山

年る木永

業

第の所条

令織業６

名企管

を 円

）及総目

号称画丁

手北札る

道市約定

日方海幌契決

す央額た

氏い中金し

の

の

び自宮続

及ゞ区手

名

１
式条
株２

所車森

住動

ク手

社丁
会

３方
台を
び定 、及決 級
除し ×
ド日 、雪た
ー
ザ
１

予雨改ー

２と
付台

報意るル

」報警注めト

又な

改で」報。と

に区

大ま

るるいはる

めあと
）注調

振。雨で

。胆う

放

」に報し

部」意整

中
、を流

に、」

洪す

第に同 よ北程」、 の規
号め第 に道６改条 う海

の同号 め営）、３ 定公

部カ中 。業一号ア る企

中 管
理を

者次
の

」 西よ

を う

理

所部番

第び務１

在総１規

２課 の地務号 条

程

２
目

規
の
号

６
第
項
１

第

番 び）
及換
台交

号

２
付

四

台 〇

４
）

」注

風の雨。

暴水大る

報報

警を意

雨

川に」

又洪又

を 改

昌正
す

」 利る

台

。
る

よ
に

定

、

。」に



１ 別
幌第

平 号 ダ

成

警

ム

十 警

四 報報

年 局局八

北 海

表
別

サー 第イカ ２

ンの

室河レー

警及名 第 川 蘭

び称 管

２ 長者ピ 第 署ス 理条 察

道 公 報

表
別

別

名 第

通

表

１

１登 第

知別 か第

ら
第第長 の 表、称

別条市

第

ー

第ト第第第 立
ル 方 水

条以条条条

ー １に第上中中第

メ 吐

ト 号規３確第１
号エ

ル 、定項保幌５号

れ川を中

毎 ２す中さ別

秒 号る

て」削 ゲ操

号

チ放
メ流

ル。
超 超トる

を をーす

流定

放 放固

て てに

え え

月 登 登九 胆 別－別日

地 片桜幌 ２

市１市振 －

２５右

町町川 先

倉木別

金

目目）

丁丁岸

曜

サホ出ホ出日 イー力ー力
ン

） 室警室登サカ 項

レン

ン位 土レの 蘭別 蘭

イー

察張び 現及置 警備木出

加加

ー

署課所所ピ
ス 業

電電構

入入

担登総 ４

機市 で及務 当別 ま条相

総 所

次第関役 手課 をび

総 の の

部係 う第務 名務 よ条方
知 め）通加 改号

に４称

未

方電 。の る入

、つ

満 ー作立いをり下

の トが法る

６」

時 を完メ」胆第て

改幌号を

こ 同了ーに振

度たルめ別を

れ 開しト
に

５ま

替 で時毎る川第下

未に号わ

え 調か秒。」

放 しは満改とつ

て 整ら

るる」

流 放、のめすて

す２流。。に

を 流第放

場第

る る、

す すし

流

行

、 、水

は は余

合 合１

場

ゲ

余 開号

１ に２

第 既吐
いを

１ てト

吐 れー

水 か

号

型

ス×ス×

ン型
ピ２ピ２

台ーー １カカ

ー台ー台

話話造

ス上

ン
ウ
ナ
ア同

要
摘

法話

要
摘

力
能

は
又 場 。水」め

う る余の改

で ゲ。 合 吐をる

水つ を余か ト１、 ー第
放号水 し１貯 整吐、 調

開

るト標 すーが 流ゲ位

２ 第度

、 る

号 １
メ

ト 吐チ

ー 水ン

ゲ 余セ
ール開 ゲト全 号ーが １

ま 開るる のなな トとと

雨鉱積

のさ

雪
積深

度ま

雨鉱

量量

流雨

び降

量雪

流水

流 振別量

胆下観幌

及

べ水入位

観す事貯及
水胆上観

測き項位び量

。の高

観流 別位振

名幌

放
流
がメ

表
別

第第第

３４３

号号

警警

第

調は をでで

条

第 セ整

測

観観

警
号

２
第

ンし余

市市

別別

登登

所山所

測

観

ボ雨積

町町

山山

鉱鉱

池所山

別水測 水 幌測貯
登

川位所

別 胆 登目
振 別

市

川 木上 先別 桜川 地幌 市

マ雨自

） 丁岸 ５右 町町

別水

貯観幌測

有隔水転

称池所川位所

水測

胆 測位登登

ダ鉱幌 市別市振 別幌別

町）町 施川 上ム山別 川

は圧水有隔水
） 置岸

左

登１項
１ 局局第

報報

構

） 登３
振市３振

別－胆別－胆

別木別

桜地幌桜幌

市４
３右２右

町川町川

木先

ホ出

目）目）

丁岸丁岸

局
報

ホ出

登
木別

桜幌

市１振

別－胆

ホ出
目）

丁岸

５右

町川

び
及
月

２

ト計尺

ッ量雪
月１

３各

四 回一

倒型計ロ

線自位ス量記

びおと

時及にご

遠記計
回

水備て１

洪予いに

、

）

警警は

戒戒

れ。

の量のそる

時時分

能力位線自位 設

規は結

観毎

又力式計遠記計

造
の回

１ 測日

力ー力

入

摘流

数水
洪 回

ー

ン ン

型
台

ピ２ピ２

ス×ス×

型

力

同同

ーー

カカ

ー台ー

ー
ン

同
ー
カ
ー台

ピ２
ス×
型

基算

に位にれ

定水果ぞ

流測きす

り観づ定

よの

上上上

要条
９

第
は

量



表示される貯水位

北 海

別

水位計の目盛により

第
図

１
９

第
条
第
２

道 公 報

内１ 況池第 水図 状貯別

のよ その び次 変漏及を
う 形水

第

及使浸

象象の
ム

気水ダ

量線

地湿水潤 ムび用

ダ
点度

号

第
表

別

観 ４
平

測 成第
十又
四条

年第は
八

貯
効

有
の

４池
水

貯

２

２

量
容

６水

項
）

。 のる 近め 附改 端に 末

毎少毎少毎
況

状
の

砂
堆

天量

る流

け持

お維

に、

、内

圧池

気水

、貯

気、

測毎毎少毎少

温温

気水

測 月項

九及定

日

）き

項

べ ３
第す び

金事

曜項

日

観

万 ８

）

１

年くく度

月 半なな年 四

回も回も回

１とと１ とと

期 のくく 半

定なな

又
測

数日日も回も

１ 回
考

備
は

行
履

行な導校校な

を学契

イ

職、約 うお入内のお
員詳

業、時

１

務詳職

札調道調内

入ア

に達立達シ購

付
を学をス入

校るムみを

す校すテ済

定

る

北

次なの 海

のお適平 道

と、用成 教

おこを 育

りの受年 委

一入け８ 員

般札る月 会

規

図の

別こ
附

は

２程

第
則

、

中

等北札北北学

所
場

増平

海寒学海幌高海校

北月

恵北

道高校道西等道、

高校庭海

札等、札陵学

海啓等、南道

幌学北幌

高、道成学北高白

東校

を細
、

は操設対は期 。細員
入説校と入間

、作置象

説等おた説

札明にし札
書約い

明業い操明契つ

に構説に日て

書務て作
をるら、

よ築明よかは
成成

。た行。平平

るし

る特内特イの構

す

ネう

定ンサ築

役テーす 事
定

務グバる

役

クめ

の構のレ、た

項務
称に様シラの

名築仕ー

るンアッ

及係等ョイネ

ス務トワ

数シ業ント

び

に。９

ムをク

テ等ー

量

競 教

争係日 育

入る 長

札調 告 道

達 示 教以は 第

育下
号 委入年

員

」月
札４

会と

教

分成

い日

の
」日

度９

限月

大８

最年
行

に施

次ら

のか
す

等北札高校海等樺

河る

校等

学海幌等、道学高

海幌、養

校道真学北札

高、道拓北護

、札栄校

海白等北札北海学

北幌

当、

道石学海幌高道校

西学別北

札高校道稲等

北幌高校高海

幌等、札

高校海丘等、等道

西学

校篠

等、道珠学北学新

、道、津

学北札高校海

校海幌等

ッ業
ト務年年

ワ。
ー月月

ク

に

関でで

びまま

及日日

連

る

事しす

るだ了

すた完
こ

項、

計

海ン設設

北イ敷の

に

レのび

教グみ及

道テ済
設

員シ内の

委ー校そ

育

計

会ョ

に

教ン

にく
線づ

長務配基

育業

相

うマ

校よ関

育。ラ

長

をシ
）ケ

告実ュ

示

た
れ

。さ
る成

す作
施で

量
流

持
維

川。

調
府

政

／

四
二

白学北野北高

）
む
含

を

北札陵校海幌海等

、道

高護

海幌高、道高道養

幌学等学

道厚等北札等

校道稲校盲校

札別学海

ア。

つのと

、、、

幌高 該に

当務

、業

ての）

い

しの

秋続器
接機

馬り連

る
す
関

に
達

校定

夫、設

。
る

え
加

を
」

協



５
札入入

入

平 執

成

札札 行

十 の

四 場

年 場日 所

八 及

北 海

４

申査道
約 審海

イウ契北

書行幌 請項 請を札
条 申

す

のた中 示 の類っ市 を

提と央

道 公 報

３

者うア 似条

はか

の る付アの申 条 す件こ

ら査請 ５ 入 業一か審 の

の は の競ウを の 札 務般
入で請 の 、 契争ま申 ２

約

第

２
の平発道経ネ過

入次開

３

にい成のが済ッ去

札

資行産ト 参ず

ー間

加れ年格う業ワ年

有名臣ク

すに北を指大

るも海

者該道す競かス平

号

月 び

九 日所時

日

北７北部平

時

送

階 海海高成郵

１ 道道校

金

幌育９よ

号 札札教年に

会 幌

曜

場

議 市市課月る

室 中中）

日 央央日合

郵 区区は

法先は所北

出き区 場 方
け郵北電査西

審条

、３

果丁

請れ便海話結７

申

号教号を目

書ば番道番

のら育申

類な

請北 庁 提な

に道

出い－生－者海

涯 先。

通教 学－ の

期 定 方 及札にし 規時 地

履加めけ に 自 び参定な
ば平 る 法 行資るれ よ 治
施 実格と

曜 件 行 績のこな成土 条
令 を審ろら

一

有査にな年日 付

。月び 般 昭 すよい８及
日 競 和 るり

こ、

と２日曜 争

らペ成

政 。のか日 入 年

に当告る争

必す示こ入シシ
リ度

質る第と札スャ年

。にテ なこ

イトら

資と号関ムスか
成

はるンを平

格。又す

平指テ複

成名グ数

をレ有年

北止タるま

年停ーす度

道

北等等海

海さーこで

学、更

道護校音

海養学
学

潮、海等

樽校北高

小
等道達

高海伊校

陵北道

に ３３）平 送 北北水、

よ 条条午成

西西後

丁丁時９ 場 ７７４年 る
は
目目月 合
道

で 便
別海ま 郵
庁北日 、

着

北育必 号
教に 番
館道

指習知育

海庁

す庁 示北部

る生
学 内 よ道校。涯

に海高

部

作幌育習 線 り札教

成市課

校

し中－高

た央

教

類条

書３課

請北育

申区

らを 札

を西

ら月く あ 第か９除 で 令

４。 る
でま前 で 。

ま日午 の 号
札
掲時 入 下

にで９ 、 以

げか

加 」

資午 参 令

るら に 政

有時 よ い

を５ し と

格後

道れと）
。に
官

告て

９い企庁

第な）公

示い
登民

にとのは

号こ業又

受業

すを事

定録間

規。

シい本

報てと

情け者

る

護

、沢養

校見等

学岩高
護、

道養校

海等学

北高
学、道

聾校海

等学北

高

等

北道高

、海内

校北静

海北

道生）

学

教涯 －
育

習 庁
たと約名所

業る契
アイ

す

あしは関

でだきに

者

な
し目

出丁

提７

る、、

落

に入る捨税相

号アイ

業す札

掲札落額て事当

加金者る者

札 げ金をた

入等算額で金と

決 る額

す ）

るで と 。

すま うう
第るど
か）

８９
価

務 交を開

落財格契要そ

則の っ 者書 規札 も

札約

る業

入の 第時 て の作 付

の。類

ムとと

テこ務

ス

７

保和と入
こ札交 以証入
を北に明

下札 金年ろ説

保
道るの

証 消納海よ書付

竜陽、

雨柏校

道見学

付

６

高高北
参 札札に

札札

開開入
入

札同事

か落共る在 加 保

が業を称地

申者企務

を

電

る同消当

出共体担

し

る海便話

こ企費す北郵

。体等組道番番

と業税
場税の育

の免織教号号

合事名庁

あ額な

定

で業称生－－

たをるをっ

に 札にし）

びる金もか入た

当 及係

は

っ こ消額っ免札者

た
て の費て税書
記落

は 公税当落事に、

価者載札

、 告等該札業

取額格です決

入 にの金
書 め扱にとある定

札 定

と、

に るい１するこ後

未のを。速

記 入円るか

に

載 札

決成
札

い 条 定の 方お

法効否他 １て 有 方要 第
札 規に 入 の２ な 項、 法

よす 場限 に定 のに 定規

交） 定資 で。 りる 所る

規。交

金 費

を 付し め格

に

納 等る則付場 の 税す

関所

付 」こ第
の とと

北

除 う。る

免 い。号す

）下項海海

、 。以事北

付 相道道

納
法 額務幌育

方 当財札教

は 含則中生

等 を規市庁

所時金と
う
よ 証 場日し

者
る
す

の

じじそ

同同、

にには
の

者

。。

あ者及涯

－ っ申び学

て請所習

、書在部北
内 の提校道

そを地高海

成す育幌線 構出教札

員る課市

四 のこ中－

三 一と央

で問や

免３

に北

部。区

に

れ 関の、わか

さ に満

る数札、消

た す端入ず
参積税

額 条がに見費

金

の

当 にる加も等

に 件あ

反きるた課 該 違とすっ
は約事 額 しは者契税 金

入そ、金業 の た、

札の消額者

有 すた た

は端費ので 分

落 価な 。を 定し る者 予

し と 制の 者 の者 札 格い

囲札 。 範入 る のた す 限

む」央涯

あ務 で財 内、

）い北習

政 。と区学

、
。条高

第 のう３部

令
）西校
丁育 の の

第７教 条 分

目課 ７ ５

北 当ら び 相か 及 に条
海 す

約
契

た
っ
も

積
見

条 道 る
額

金

業７

事西

税条

及
税
費

消

あ の

い
が目

者丁

、数税

る ５

の 効額にか に分 無金等

とを係免 相

税 当 す切る

則 っ規
。

るすり課に事

、第 て
最

で 務 以

ま 財 額

の各

低条 め 入

定 則 の

の 規 上
税

費
消

方
地

び
札昭る
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るナナナ
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ココ

般月物ルルル

一８
争日等ンンン

競９品コ

北 海

海
北

教
道

名道予平

育 称立成

庁 学定空 及校年

知 校
び教 時 内月

育 ご

道 公 報

公

連のの

．一こ告

の契予

調約定

達に時

契よ期

約る
に調

第

．．

ここ詳

のの細

入入は

札札、

及の入

び執札

契行説

号

契日こ

平約本の

成の語公
十手及告
四続びの
年に日内
八

ュュ

入のピピピ

お本容

タタ

に称ーーー

札名ュ

者
札量

落数

りび

よ及タ

し海た

定北当

決月

を１

数

た道り

局 ろ

告 期 量道

示 構教第 築

育７ に

号 係庁 る

空

ス
シ

知 テ

教

イ
ム

育 ン

関達
す後
るに
事お
項い
て
調
達
が
予
定
さ
れ

約は明

は、書

、公に

調開よ

達する

手る。

続。
の
停
止
等
が
有

月い国は

九て通予

日

、

るり

すあ

用で

使貨定

言

金

及更

語変

曜

通る

びす

日

式

。教単一５一

と

貨こ

庁）
育価式式

空
教××××

知台台台台

局校校×校

育１３２１

長１

松通業業

普職校職
科

尾））業）

科科職科

局

グ
テ

告 レ

示

務
業
ン
ョ

シ
ー

校

る
特
定
役
務
の
名
称
、
数
量
及
び
そ

り
得
る
。

房
昭）

。
る

得
り

有
が

アイア
期

能習能技種

技教日技の
以能成

検指検能類技平

１１

定導定検

北

道号 海

イ平審 道

の成査種

路
公

の類

交
規 安通
定年種 委

に８類

法
員

よ月、 会

の
入

６７

の
札

に在

般成約名所

一平契

競
海る

入北す

争年関称地

３４５

札

住札１１約般

落落契一
相争

者金ののの競

札氏
氏にか手入

の名所額

２

名消係ら方札

パ札成
落平

ーを
ルし月

ナ定７

ソ決年

員員員定外検
運員９

審審審員の定年

格転審月

査査査資

大大者免査

型型証許日

、、のの大

付類、）

普普交種型月

受応通

、、をに普

通通

たた大

特特けじ、

大大

り９期

昭

、、

告

、日日

和
示

技、 第

能時

年
法
検間 号

員び

第定及

律
審場

び 第
及 ）
査所 号

教

便話

の道事北郵電

習 条

告育を道番番

公教務海

庁担教号号道

空当育

知す庁公

－ 教る空－

育組知安

－ 局織教

告の育委 示名局北

第称企海員

を

内 ６及画道

阪税落ま決

及松大費る

し

住リ市及札で定

び下

地額係た

所ー中び金に

消落続

・区方る手

ス央
ジ橋税金

レ麗費札

ク高
く額

ト丁除月

ッ１を額

式６。月

株目

コた
ピ
ン日日

タ
ー）

ュ水

普者技特

）
用
理

処
書

文

二当検は

自自で能又

普

牽

二

け 、、該定
ん 牽技員引 け 牽

ん
））検査を

引引能審）
場

資ける

員受け

定を受

の

にす
証と

者う合

格よ

公 ４
員道 第

導海 ２
指北

項
審

け 査安

ん

イ
の会 号

次員 １
を委 第

実 第
り長 び

お員 及
と委

施佐

線 号び総岩

す 条

会 所務見

在課沢告 地学市
校８

示

）額

目
丁

係５
理西
管条

会番
社６
号
代
表円 取

式
３

治
淳

井
宮

役円 締

３
×

台

四校

四

転
運の

るも
係る

科
業

職

４

文 第
。 ３
る野 の

許
免

）

第

男 項



証か

審審平紙受平ら

平 査 査成で付成午

成 後 納期 を 手

十 受 数年付間年５

四 け 料北す８時

年 よ の海る月ま

八 で 納道こ

北 海

３
査提項写

札の審アイ

条
方第の出技又審し

幌３

検第細

面４申書能は査
目

管項請類

内第手定

号審第つ

に２続員条に

住

道 公 報

２

時場審
受

成

平教者平格

る間所資

午札北

成習を
指除

９市道

年導く年前幌海

９員。９

第

イ

平教平科

習教種学

教の
以習成習成指

指習類教

導

導指

指 員導外指

審員の導年導年員

号

技平能成
技平

能成検
定年 検

う 定年員

月 と 付条と日と

九 す例。す

日

）。

る第月る

者
、）ら

は号か

審第

金

申条 査２日

曜

を定） 請に月

日

に査１い

るるで すめま

当ににの

を該等項て

所
るす定査

すす関規審

有
の規る一

者もるすの

る
っあ査が

あで則審部

で
、こ成請除

てる平申免

警

路。年れ

道と６書さ

か稲察

月資）月時手

格
証午曙部

日者日ら区本

）５条通

木の木後５交

ま丁運

付及時４部

）交

で目転

をび

受
た番許

け日１免

）号験

者金１試

月び

査資運員９員９及
技

格転審月審
査 者免査

証許日日能

のの大普指

二）員

交種型水自水導

をに普）及の

付類、）

格

受応通をび資

けじ、受

教特る有

たた大け日を

者
で習又場金す

者日

審月格２

員９資月

査
日証

普の水
をら

二）付か

自月交）
け日

をび受４

）及
受
け月て

額の

場日な）

る３い金

、こ日 に、曜 きを土 と

曜 道
相日 海
にび 北れ及

額除 委
るを 安
す日 公
当

る

北の 手
の日 会
面く 員

安あ

法公で

通家者

交国
委る

第

、

２規は

の会き

条員と

号を

項３れ

４第こ

第則

学の課

号第す

２）証

第

転

導間運

指日幌

科２札
場

能験

技試

び許

及免

員

指は合）る

資
の
員
導
指

牽の者

当

け 該導
ん

を間

習審）日

教員引２

ける

員受け

導を受

指査
す

証と
者う合

格よ場

資

合いま

るも
係る
に

間

２日

の３

）の

木者で

９ 条
道前 料
海午 数

間
日

例入時

収

に技 習査習る 教審教す

又３る

員
導目関能 指項

の通

第第１面１

は条書

１通

能関識

技に知

す
有
を
格

４
許
免
転
運の

定る
検す

能関能 査技審技に技 審

定る 方検項検す の能査

等員
法定目

教車 送
郵
、先
お請
な申

技
導転
指運 査審習の 審

な
要

必 細て
し
と能 査員

能動関

つ技自に

動
自 目

知

の定のる

て検車す

い

能

施技

識実転識

知の運
法

知方

る価

す評

関の

に

にて動

自察道項っ自

識

教

交 車び規い車

路 動及
運点す事習

通 の採定る

技教に

第 転のる項所

法

技
能能則関

関内る の

にのす 条

す容法

技車

観４なに

ると令 第

技
定転
検運 査審能の 審

な
要

必 細て
し

と能 査員

幌海話

に札北電

動
自 目

る市道

よ
申手警

請稲察－

は区本

け５交－ 受曙部

付条通

け４部
１免線 い目転内 な丁運

試合あ

能ので

技そ績

。

方準と

の基こ

験格る 審

に、
法は。 査

準四 じパ 方

五

面基こ

うン 法行セ
てー

ので接準と

そ績論そ績

あ式合あ試は。

ので文

格るの格る験、

合
基こ筆基こに

。りー

準と記準とよパ
ン

、験、行セ

は。試は

う に

ーりーの以

パよパもト

ンうンしの

セ行セと上

で文

で実基こ正そ績論

式合あ式

あ技準と誤の

験、の格るの

る試は。

筆基こ筆

こ
とに

は。試

。よパ記準と記
に

行セ験、験

りー試

うンに

の以りーり

もトよパよ

しのうンう

と上行セ行

）格

い 能。合

技つじの

運方準

の 験の基 審て 試
免 動に、 査転 自法は

許 車準
セ 験 運てー 試 方のじパ
もト い 法にうン を 転行
う
必

番許
号験、 １試
課

等の以
もト

係
所
習

教）

もト、成

、成
しの
と上 と上ので

以の以そ績

ト

、成格る

のしの合あ

上

績の以の

、成もトも
成

あしのし

のでと上と

そ 。
要の以

格る、成、

合 成 下
技しの 以 等なと上

に同そ績

能、



間所

種期時場

アイウエ

能能習習

類技技教教日

定導導平午札

検検指指

９市

員員員員成前幌

定
審審審審

北 海

１１ 北

道号 海

イ平審 道

の成査

路 審

公

の

交 査

規 安通 に

定年種 委

に８類

法 関

員 す

よ月、 会

り９期

昭 る

告

、日日

和 問

示 い

道 公 報

発合

格格い

合合問

５６

教に、先
はせ

表表わ

発
査 い習つ審 つ

第

知自

関識
に知

習る
教す

要則の識動

学す必教そ

科る

号

平
成
十
四技す必 年能る要 八

９か稲

査査査査年時手
午曙

大普大普月ら区

型通型通
種５条

二二二二日後５

種種種

）ま丁

））））水時４
号
１

番
１

で目

技、 第

能時

年 合

法 わ

検間 号

、員び

第 は定及

律 せ
申審場

にび 第

先及 ）

請査所 号

す教
導海 ２

こ指北 の

る習 条

の了 の導て終 て指い

と

お し識お 識と知後 知員

間 教週 な１ 要ね 必む て

でに そ績論そ績内
以 育

教知なの他車
ので文の

習容動習

習識教内自教

の
技なのに

自教のと車所

転す

車を能っ運関

動習

関法

運ういにる

のいて
るに

に）事す令

転。る
ので文

正そ績論

関に項

教技な

誤

月習能教 九の習 日

い
車を能

動習技

自教の

運う
の

金

に）
転。

曜関に

日

。員道 第 接準で

面基績

１
を委 第
査安 項
審公 ４

員 及
と委 イ
の会 号
次員

実 第
り長 び
お

施佐

合あ、

。 ３
る野 の
す 条

書 格るの格る文 合あ式

と記準とに 基こ筆基こ

験、り は。試は。よ 準

本 、

に人

行セ通 ーりーに パよパ

る トもトす ンうン知 セ

るの

式合あ式

。 以の以

記準と記

筆基こ筆

の格

に

験、験

試は。試

に

う

行セ行

りーり

よパよ

はあ

の以の

もトも

うン

よれと

にそこ

験、る

試
行れ
りぞ。

う
、ト
しン
とセ
のー
もパ

そ以

エ証

査成で

型免る審審平紙
納

査 ）普許教

を 通又習手
料北す

受 自は指数年付

ウ

第

男 項
４

文 第

動普導

技大許

免型免る免

アイ
通又能型に

大許）普許

る

自係自は検自係

型に

の

上と上

動る動普定動

３

成、成

のし

普に査提写掲

表審アイ
査書

通規の出規審し示

請類第細類

自定申書則

と上と

車る手３目

動す

、成、

しのし

関項表表
型規

条大すの普に大に

自定自定

の型る表通規

則規動す動す

３自規に

上

４車定車る車る

第動

２
格成
合の
の

北管
面
格方
資幌
審札
受

道こ

よ 車通員の海る

け

動格付条と

う 第自資納
証第
す 種車者例。

と 二

る 免第

者 許二

、 教免通）
は の種普号

条 査 指に２ 審 習許）第

審運定 請 員るに 申 導係

第転

車運車通員車運

を

二動格二免

第転第自資

証

種許種車者種許

二免

許二許及

免証免第証免

許及

通教規

のびの種普のび

則能許）習則

技規技免

検第検に指第

能
定７定係導

審運審第

員条員る員条

習第つ

第教続条に

審第

の

免導項て

種指１い

二
格第査

の資は審

許員又
の

教
習者
導第部

指証条一
に除

審通項免

員普１が

査）

二習

項第平す第技第教

種検種指

第二成る二能

年能免定免導

２種６技

に許国検許員許員

号免

教格

該の家定の資の資

能者習者

当技公員技格

委格検証指証

す能安資

も定員者定導

る検

審型

の員会証員普員大

で審規審通

海内
あ査則大査）査）

部有

本を

察所

警住

道に

転あ

運で

部者

通る

交す

免る す 査転め

許て

免っ

き け証を と 受許額 る を
規れ 、 うびこ に よ及、

道

る第相 海

す則に 北 と

当 者

額 委

、第る 安

は条す 公

査転査１

型項面 員

大１

受の

を項を免を項

査１
け表け証け表

受の受許
うびう規

よによ及よに
すす

と定と規と定

う規
るるる第るる

すすす則
は条は習

者技者７者教
大導

、検、第、指

は能
型員型項型員

大定大１

する

受交定れ

をの規さ

う受審で

よをる者

け付

請と

すた申る

とけ査あ
、

はでは

者の書き

るも
とを

則これ

規るこ

、あ

交

るを第型をのをの
第

付け付

こ受３）受交受

交よをよを

とけ号のけ

う以付う受う受

。よ。

たすた

と下をとけとけ

す受す
の者の

る規けるもるも

」もはではで

者則た者

規る

、との、あ、あ

は

あ則こ則こ

技いで規る

、

検。る第と第と

能う

法

幌通

札交

課路

験道

試
転第

運
免
許条

四試の

六

自のの 会

項
４

場第

験２

道 料

車に海 数

動表北 手

種す例入

二定収 条

第規

動表動格

自資自の自資
第証

車者車に車者

動格
二二定二

第証第規

。証

種大種す種大

項１面１

１書

第る

条す

。
の通の通

定）こ７。

審７。第第

員第と条条

のの

等第項項

査条１１

第
は
又

号
２

第

に１



査習る 教審教す

平 項に技 習

成 目関能 指

十 導

四 教車 員

年 習の 審

八 査審

北 海

規関自に

る
す

関識
に知

す自正法

る動化律定す動関 号

道 公 報

る定

す検

関能能

に技技

の動及路

車自察道

第

４
の能査能 申査技審技 審
法定目定 先方検項検 請

査審能 札北電審技 等員

幌海話

号

、

付成午お

受平らな
か

後 期
月まに

８時送

間年５郵
でよ指運月 導転九 員技日

要
必 細て

し
と能 査

金

自 目な

曜 動

日

する車す
で能の

績技そ

る法のる ）旅車に第 客運関

２自転す号自令運知 第

技 条
動代る）動に転識

運い能 第
車行法第車つ

の条転ての ３
運業律２

送

価 に
事業平第代の評 項

業識方 規
業務成１行知

項 及の
績論そ

定び適年にに法

送

運車び運
ので文の

そ

能転の

技運点法

転の採
能能和

技技昭

に

こ正

観第

る律

す法

関年

技準と誤

つじので実基

定 市道検
い。合あ

員 手警

と 稲察－査

し 区本

必 ５交細 －て 曙部

要 条通

目な ４部
１免線動 目転内自 丁運

技 番許
、能 １試

す申

日とる

らけ

か受

）。は

月る請
付
な

日け

審 あ試合

で
ま

）。

月い

査 と方準

この基

る験格
に、

。法は
準

うン 法行セ
てー
じパ 方

格

合あ式合

等の以
もト

と記準

基こ筆基

格るの

、験、

は。試は

準

に
ン

セ行セ

ーりー

パよパ

。式
以の以

トもト

ンう

こ験、の

て）格る試は

筆

のの基

運方準とに
りー試 転法は。よパ記

行セ験 免に、

許準
ーもトよ 試じパうンに

上行 を行セの以り 験て
う
もトしのう い
うンと

上そ績の 。
の以、成も

試 号験

以
と

審験 課
教）

運 方の
車 係動 所査自 習

曜
土

の

等な
要
必 法に

転

日
く
除
を
日
曜
日
び
及

日

ア

、成
しの
と上 の

能類技平技

能技種

技の

上と上

定検以能成能

検

１１

成、成

のしの

種期

路イ平審アイ

道号

の類技教日

交の成査

通規
８類検指

法定年種能習

に

しののでと

よ月、定導

績格る、

、成合あし 下
同そ

旭 ５６

方
川

合合問審

面 格格い査

公 発発合に

安 表表わ関

委 はせす

員

習る
教す

に
能
技

、先る

検

時
９
前
午

関識
に知

員定外検

員

審員の定年定

査資運員

者免査７査

格転審月審

証許日

のの大大

付類、）、

交種型月特
牽 け をに普

ん

をを

けじ））

受応通引

審

和り９期員員

昭

たた

、日日審

法能時

年技、査査

第定及型型

律検間大大

員び、、

審場普普

及北、、 ）
査所通通 号
び海大大 第
教道特特

習旭、、 条
会 審問

告 査い

示 終合

第 了わ道

後せ旭号 おは

川

む申

お、

方

ね請面 １先

公

間す

週に

安

以る委

業識

必道定び適１行知

動化にに

要路す自正項

教送旅車に規関

な運る

すする

習法客運関定す

２動代るる法

の第自転

動に

能条車行法自令

技

３送の第車つ

第運業律
務条転て

項事業２運い

技す

規及の第代の

に業

の
習能
教技
能る

運う
のい

車を
動習
自教

者技受受

関に
に）

転。

場場

当検るる

で能けけ

検査
能審
技員合合

該定
員受
定を

四 資け

七

普 の

にす
証と

者う
格よ

二 第
導方自自 ２

指川普
牽 項

審公、、 ４
員面二

け 牽 け 査安

んん

次員）） １
を委引引 第

び
お員 及

と委 イ
の会 号

実 第
り長

施吉

内こ

す 条

員

、。

にと

会

文告 書

示

績

す
知

通
に

人
本

り
よ

に

式合あ

と誤ので

こ正そ
記準と

筆基こ

の格る

。

験、
試は。

に

実基

うン
行セ
りー

よパ

る験、

あ試は

で技準

績
こに

うン
行セ

。りー

とよパ

係る

しの
と上
の以
もト

る田 の

許
免
転
運の

るも

ト

。
る

第

裕 項
４

第
。 ３

成

、成
しの
と上

の以
も

格る
合あ
ので
そ績

、



２３
査提項

受旭の審アイ

条
方第の出技又審

審川３

細

格面４申書能は査

資

目

管項請類検第

内第手定

号審第つ

に２続員条に

住

北 海

１札北ア旭北

時場
アイ

市道

の幌海以川海

間所

市道外
審文察

午の手警の近警

の区本査町旭

前ア稲察

９

道 公 報

を

科成習す成

学平教有平

平教平

指る 成習成指
導年導者年 指
年導年員９員を９

第

イ

教平教

技平習教種

教の
指以習成習

能成指習類

導 検

指 定年員導外指

審員の導年導 員

号

平
成
十平技平
四成能成
年検

八

項て

所に査１い

年定年

規審

有当ににの

を該等
すの

るるす定査

すす関
審部

での規る一

者もる

っあ査が

あで則

、こ成請除

てる平申免

川

路。年れ

道と６書さ

曙部 時

条通目面

か並５交丁方
本

らび

午に４部

部 後同丁運
１免地転

５イ目転番運

番許の免

時の
号験課

で及１試５許

ま

課旭

び

月資除月

係幌運

に札川

９員９及

格く 月審月び
技日者。日 査
日日能証）

普指木の木

員付及

水自木導）交）

）のをび

）二）
を資受

けをて

受格け日

場すな）

る有い金

月審

資月査資運員９員
査

格２格転審

者日者免査

証証許日

の水のの大大

、）、

交）交種型火特
牽

付か付類

け をらをに普

ん

けじ））

受４受応通引

てたたをを

け日

で習けけ

い金者教受受

な）
月員

九月審月

日

日日

８査９
普
）二）

火自水

金

を
）

曜

け
受

日

公で

通家者

交国る

場
る

委る

第安あ

法

、

２規は

の会き

条員と

号を

項３れ

４第こ

第則

る運転

号第す

２）証

第

試験

許試

査免許

審転免 者者２

合るいの

場
験場

日

能
技
び
及
員
導
指
科

学間

場場

いま当指るる

導
指

審

の教員合合

者で該導
員受

間導を

日指査

３習
にす
証と
者う
格よ
資け

条書

又３る

合

るも
係る

１通の

第第１面

は

定る
検す
能関識

技に知

４

格
資
の
員

能関能 査技審技に技 審

定る 方検項検す の能査

許
免
転
運の

等員
法定目

証か
午お請

平紙受平らな申

後、先

成で付成

納期
す８時送

年付間年５郵

北
受 数

を 手
査 し査

写審審

す

い能動関

つ技自に 料

の運知

の定のる

て検車
の

に能

施技

識実転識

知
自

識法

知方

る価

す評

関

動及にて動

自察道項っ
定る教

交 車び規い車

路

所

法 運点す事習

通 の採
技技教に

第 転のる項

能能則関

関内る の

にのす 条

す容法

技車

観４なに

ると令 第

転
検運 話査審能の 電審

定
員技 査

し

－と能
必 細 －て
要
自 目 、な
動

よ川海

海る月まに旭北

で 道こ

申近警

条と日とる市道

例。す
。は町旭

第木る請文察

）

川 号か受
付目面

）らけ丁方

第

本 ２日け

部 条な

定）。地転

に金い番運

者
る

す
と 付

う 納
よ の

け

面基こ

を
請

申
査

審
、
は

ので接準と

そ績論そ績

あ式合あ試は。

ので文

格るの格る験、

合
基こ筆基こに

。りー

準と記準とよパ
ン

、験、行セ

は。試は

う に

ーりーの以

パよパもト

ンうンしの

セ行セと上

で文

で実基こ正そ績論

式合あ式

あ技準と誤の

験、の格るの

る試は。

筆基こ筆

こ
とに

は。試

。よパ記準と記
に

行セ験、験

りー試

うンに

の以りーり

もトよパよ

しのうンう

と上行セ行

い 線能。合

内技つじの

審て 試）格

験の基 の
運 ）方準

免 動に、 査転 自法は

許 車準
セ 験 運てー 試 方のじパ
もト い 法にうン を 転行

るで５許

めまの免

う
必

運

、曜川

を土旭

額の課

日許

にび免

れ及転

こ日

るを場

す日験

当曜試

相
、
に

き
と

る
す

面く

額除

道
海

北

四

公 八

そ績

トもト、成

員
委

安

合あ

上と上ので

以の以

トも
成、成格る

のしの

上と

そ績の以の

、成も
成、

合あしのし

のでと

なと上 。
要の以

格る、 績

能、成 下
技しの 以 等

前

海午

北の

の日

に同そ 条
料

数
手

会
入時

収９

道

通例

１



１１ 旭

道号 川

イ平審 方

の成査種

路
面交

平 の類 規 公通

成 定年種 安法

十 に８類 委

四 よ月、 員昭

年 り９期 会和

八 、日日 告

北 海

格格い査

合合問審

５６
せす

表表わ関

発発合に

習つ審問 教に、先る

は
査い

道 公 報

自つ

関識
に知

習る
教す

要則の識動い

必教そ知

第

学す

関能
に技

習る
教す

能る要科る

教車技す必

習の

号

審
員

導目 指項 習査 教審

査審

月 技、 示年

九 能時 第法

日 検間 律
定及 号

員び

第
審場

）
査所 号

金

び海 第
及北

曜 教道

の
習旭 条

日

て終合 指い

導方 ２
指川

は と知後せ 員の了わ 導

請 必む申 てお、 し識お
間す 教週に な１先 要ね

にと 論そ績内こ

以る 育

教の

なの他車て

文ので

所識

習容動習知

教内自
っ運関

技なのに

のと車
る関法

いにる

て転す

能

績論そ績

項るに

事す令

教知

誤ので文ので

正そ

習能教習識

指運教技な

員技の習の

導転

技動習

と能自教の自教
い

て車を能車を

し動習

。

要運う運う

必のいの
に

自に）に）

な転。転

技そ績面基績

動関に関

第

目
細

査

能ので接準で

委 第
査安 項
審公 ４
員面

と委 イ
の会 号
次員 １
を

実 第
り長 び
お員 及

施吉

あ、。

。 ３
る田 の
す 条

筆基こ書 の格る文 式合
、り 試は。よ 記準とに
本 験

人 に
ン知 行セ通 りーに よパ

合あ

。 の以る もトす う

の格るの格る

式合あ式

と記準と

筆基こ筆基こ

験、

試は。試は。

記準
験、

に に

行セ

りーりー

よパよパ

もトもト

うンうン

行セ

試合あ試はあ

の以の以

こにそこ

験格る験、る
ぞ。

方準とよれと

の基
に、行れ

法は。り
う 準

とセ

てーのー

じパもパ

もト、ト

うンしン

行セ

第

等
法

方
査

審

の以そ以

免る免型

イウ

第

裕 項
４

型に

）普許技大許）

型

動る

自は検自係

通又能

３
、成
しの
と上

動普定

許

査提写掲免

審アイア
書型に

の出規審し示大

類第細類自係

申書則査

と上と上

手３目動る

請

、成、成

しのしの

に大に普に

関項表表表

表通規型規通規

すの普

す

規に自定自定自定

る

る車る

則規動す動す動

合の

と上の上

定車る車

２

、成格成

しの

受
川の型

期時場審旭条大
第動

格方３自

日間所資

ウエ
平午札北管４車

面

能能習習

技技教教

アイ

車運

定定導導

検検指指

二免

第自資第転

車通員
免証

種車者種許

二動格

許二許及

免第証

技免通教規

の種普のび

検に指第

能許）習則

定係導

車運

審運審第

員る員条

い二免

第つ第転

続条に

及

又の免証

項て種許

１
の技規

第査のび

は審許
定７

第部検第

条一能則

に除審第

項免員条

１が

二習

平す第技第教第教

種指種指

成る二能二習

免定免導免導

６技種検

国検許員許員許員

年能

教格

家定の資の資の資

習者習者

公員技格教格

検証指証指証

安資能者

員者定導導

委格

審通

会証員普員大員普

規審通審型

項第
則大査）査）査）

市道に第二

成前幌海内

９

所号免

年時手警住２種

ら区本をに許

９か稲察

午曙部有該の

月

るす能

日後５交す当技

５条通

でも定

水時４部者る検

で目転あの員

）ま丁運
番許てあ査

１免っで審

査査

審審審審

員員員員

査査
二二

型通型通

大普大普

））））

種種種種

二二

受の

を免を項

査転査１

よ及よに

け証け表

受許

すす

と規と定

うびう規

る第るる

す則

四 者７者教

九

大導

、第、指

は条は習

規さ査１

型項型員

大１

け表

する受の

定れを項

査あう規

審でよに

る者

るる

請とすす

申ると定
、検

、は能

は者技

書き

のをの

を型員

れ大定

こ

交受交受交

第型をのを

のけ付け付け付

３）受

受

。交よをよをよを

号

けとけ

以付う受う受う

たすたすた

下をとけと

受す

者の

規けるもるもるも

はではで

則た者の者の

、あ、あ、あ

」もはで

いで規る規る規る

との

第と

うあ則こ則こ則こ

試、るを
。る第と第と

課路とけ

号験道こ受

１
運法と

幌通う

札交。よ
る

転第す

免

技

験２、

試のは

許条者

自の自資

項検

４能

場第

第証

車に車者

動表動格

二定二

第規

す動格

証自資

種す種大

１面１二

書第証

る車者

。

通の通種大

。 ）こ７。

７。第第第

第と条条条

のの

第項項項

条１１１ 又査

号審

２員

第定
１の 第に

は等



正法規関

る
す

関識
に知

す自
る動化律定す 号

北 海

る定

す検

関能能

に技技

の動及路

車自察道

道 公 報

４
の能査能 申査技審技 審
法定目定 先方検項検 請

査審能 旭北電審技 等員

川海話

第

証か
午お

審審平紙受平らな
後、

査 査成で付成

納期 を 手

時送

受 数年付間年５郵

海る月まに

け 料北す８
でよ

よ の
納道こ

号

免る

エ
平普許教

成通又習
十自は指
四動普導
年車通員
八

）旅車に第する

第自資

る法 客運関

動に ２自転す号自令

第

行法第車つ 条
動代る）

て ３
運業律２運い 第
車
送の条転
行知 に

事業平第代の 項

項業識 規
業務成１

及の

ので
そ績

定び適年にに

点法

転の採送

運車び運

能転の

技運
能能和

技技昭

に

こ正

観第

る律

す法

関年

技準と誤

つじので実基

定 市道検
い。合あ

員 近警

査

し 町旭－と 文察
川－て
必 丁方細

要 目面
本、な 部目自

動 番運
地転

う

線能 ５許内技 の免

。す申

と 付条と日とる

す例

）。は

る第月る請

者

付

、）らけ

は号か受

審第
申条な 査２日け

めま を定）。 請に月い

るるで す
月二動格

九種車者

日

許二
免第証

習許）

教免通

の種普

金

導係
指に

曜

審運
員る

日

基こ
格る

合あ

を免
査転

、
は。

準と

試は。式
以
ト
ン
セ
ー
パ

の基こ験、の

て）格る

筆

の
運方準とに
りー試 転法は。よパ記

行セ験 免に、

許準
ーもトよ 試じパうンに

上行 を行セの以り 験て
う
もトしのう い
うンと

上そ績の 。
の以、成も

審試 課

以
と

験 旭
） 川

方の 許車 免動 転査自 運

な
要
必 法に 場転 験運 試

に、曜 きを土 と額の

等

日 海
にび 北れ及 、こ日

るを 安
す日 公
当曜 道
相

手
の日 会
面く 員
額除 委

うび
よ及

け証
受許

北の

る第
す則
と規

者
自の
型項
大１
、第
は条

１１

成
の
上 動表

釧

道号 路

イ平審ア 方

の成査種

路
面

の類技

交
規 公通
定年種能 安

に８類検

法
委

よ月、定 員

成合あし 下
しののでと

審

５６

同そ績格る、

、

発合に

格格い査

合合問
先る

はせす

表表わ関

発 に知
習る
教す

に
能
技

、

９ 条
道前 料
海午 数

関識

例入時

収

に技 習査習る 教審教す

規
車に

員
導目関能 指項

り９期員

昭

種す
二定
第

会

、日日審

和
告

技、査 示

能時

年
第法
検間大 律
定及型 号

員び、

第
審場普

大 第
及北、 ）
査所通 号
び海

教道特

終合

査い

審問

習釧、 条

了わ道

後せ釧 おは

路

む申

お、

方

ね請面 １先

公

間す

週に

安

以る委

識

す必道定び適１行知

にに

る要路す自正項業

車に規関

技な運る動化

法客運関定す

能教送旅

教の第自転すする

の習

自令

習技２動代るる法

業律動に

を能条車行法

う３送の第車つ

い第運

条転て

。項事業２運い

規及の第代の

）に業務

査審習の能 審教車技
に

員技
導転習

指運教
の 細て車

し動

と能自 査

動関

自に 目な転

要運

必

運知
のる
車す
動関
自に

の

法
方
価

評
の
能
技

転識

面二 第
導方自 ２
指路普

牽 項
審公、 ４

員

け 査安

ん

会 号
次員） １

を委引 第
り長 び

お員 及
と委 イ
の

実 第
施西

内こ

す佐 条

員

、。

にと

会

文告 書

示

績

す
知

通
に

人
本

り
よ

に

あ

準と誤ので

基こ正そ
基こ

、の格る

は。式合
筆

験、

ー試は。

パ記準と

セ
ンに

ン

上行セ

以りー

トよパ

能ので技

技そ績実
のう

に

験格る験 審試合あ試

。り 査方準とよ

の基こ

う

に、行

法は
準

行セと

てーの

じパも 方

文ので

論そ績

うンし 法

と

筆基こ

の格る

式合あ

験、
試は。

記準
に 五よパ 〇

３
る古 の

うン
行セ

りー

もト

。
る

第

求 項
４

第
。

あしの

でと上

績の以

成

等の以そ

もト、
る、成

ト

、成格

しの合

と上の

、成
しの
と上

の以
も



３
査提項写審

審アイ

平 の出技又審し査

成 申書能は査手

十 請類検第細数

四 目料 手定

年 続員条にの

八 審第つ納

北 海

第

審路３

イ受釧の
条

２
格面４

札北ア釧北資方

外市道管項

幌海以路海

２

手警の大警内第

市道

毛釧住号

稲察審楽察に

区本査

道 公 報

時場
ア

学平教有平の

を間所１

午の

科成習す成

指る 指

９９の

導年導者年前ア

員９員を

第

イ

平技平習教種平

の教の

類成能成指習類成

種

導指以 検 以

の９

外年定年員導外年

審員 員 の

号

イア

指検能

習能技

教日技
期

審審員

員員定

導定検

月 査１い付

九 等項て

日

の

す定査

関規審

ににの

規る一

るす

金

査が

則審部

曜

成請除

平申免

日

部北路所に

年れ

６書さ

面有当

５交１方を該

曙

る

４部目本すす

条通丁
部る 丁運

８転での

目転番運者も
っあ

番許号免あで

１免

、こ

号験課てる

１試許

幌運路。

札路道と

課釧

か並

及月資除月時

格く び

）午に

技日者。日らび

能証
交）５イ

指木の木後同

員付及時の

導）

で及

のをびま

資受

格け日び

をて

すな）係

有い金に

運月資月査資運月

格２格転 転

証証許

免日者日者免日

許

交種）

の木の水のの木
に

類付か付類

種）交）

じ

応受４受応

にをらを

たてたた

じけ日け

能な）で習

技い金者教

格

査査資

通付

普交

、の

型証

大者

普者

、た

特け

大受

、を

安あ

公で

家者

国る

自で

則、

規は

会き

員と

委る

第す

）証

号を

３れ

第こ

第

免許法

転免通

運転交

許試

試験

第
項
４
第
２

場の

験場条

者者２審

るいのる

号
２

日査

能
技
び
及
員
導
指
科

学間

で該導

検いま当指

導
指

審３習審

員の教員

定者

員受

を間導を

査日指査

う者う

よ格よ

け資け

受

も

る係る

すにす

と証と

牽技

、該

二当
もる

ん
け

証
者
格
資
員
定

）検

引能

１面１

条書

３る

る
係
に

１通の通

第 第
は
又

員
導
指
習
教

定る
検す
能関識

技に知

関能

審技に技

格
資
の
員 運の

目定る

項検す

査能

４
許
免
転

の

の能

平らな申査技

か審

後、先方検

成午お請

８時送等員

年５郵法定

許
免
転
運

証
納期

査成で付

審平紙受

を

関審 自に 北す

受年付間

転識
運知
のる
車す査 動

自つ技

法
方
価
評

の
能
技

検

路にて動い能

道項っ
定る教の定

交規い車て
所識実

法す事習知の

通
教に施

第る項
則関に

内るす の
のす関 条
容法る

自察

４なに識

と令知 第

運車び 審能の動及

技車

査員技運点

定転の採

検
て能能

し技技

と能転の

自る 目なす

要関

必に 細

査

月まに釧北電審

動観

でよ路海話

日とる市道

す申大警

。は毛釧－ 月る請楽察

）
らけ１方－ か受北路

付丁面

日け目本
部内 な

け

）。８転線 月い番運

。

と条と

う道こ

よ海る

る第
す例

者
申条 査２ 審第

、）
は号

と

そ績面基こ

を定 請に

、

合あ試は。

ので接準

格る験

基こに
行セ

は。りー

準とよパ
うン

、

五 パもト一

論
ンしの

セと上

ーの以

ので文

こ正そ績論そ績

あ式合あ式

と誤ので文

の格るの格るの

。式合

準と記

筆基こ筆基こ筆

は。試は。試

記準と記

に

験、験、験

試

に に
りーりーり

よパよパよ

うンうンう

行セ行セ行

あ技準

技つじので実基

試）格る試は

い 能。合

の 験の基こ験、 審て
運方準とに
りー 査転 自法は。よパ
行セ 免 動に、

許 車準
ーもト 試 方のじパうン
上 を 転行セの以 験 運て
もトしの い 法にうンと

う
必

ま号免
運

曜路

土釧

の課

で許）
験

曜試

日許

び免

及転

日

額 るる すめ

く
除
を場

日

に 北れ 、こ に、 きを と
額 委
る 安

す 公
当 道

相 海

ので

以そ績

ト、成 面 員

もトも
成格る

の合あ

上 と上と

の以の以の

もト

、成、

しのしのし

と上

そ績 。
要の以、成

、成

技しのので 以 等なと上
そ績格る

能、成合あ 下

の 会

時
９

前
午

の
日

に同

例入
収 条

道 料
海 数

北 手



１１
査種

路イ平審アイ

道号

の類技技

交の成

通規
８類検検

法定年種能能

に
９期員員

昭よ月、定定

、日日審審

和り

北 海

釧 ５６

方
路

合合問審

面 格格い査

公 発発合に

安 表表わ関

委 はせす

員 、先る

会 審問

告 査い

道 公 報

教に

関識
に知

習る
教す

識動い習つ

教そ知自つ

則の

第

技す必学す必

能
技

る
す

の能る要科る要

車

号

査習

審教

平項に 成目関 十
四教 年習 八審

法能時

年技、査査

第定及型通

律検間大普

員び二二

審場種種

海 第
及北 ）
査所）） 号

び
教道

導方 ２
指路 の
習釧 条

示 終合

第 了わ

後せ

号

１先

ね請

む申

お、

おは
と 績内こ

以る

間す

週に

導て

の他車て指い
でに

容動習知員の

内自教の

のにし識

と車所識と知
要

て転す必

っ運関て

な
す令教

る関法な

いにる
論そ績論そ

項るに育

事
ので文ので文の

正そ績

識教

運教技な教知な

誤

技の習の習

転習能教習
動習技

能自教の自教の
い

車を能車を能

動習技
。転。

運う運う

のいの

績

関に関に

に）に）

転

指
ので接準で

そ績面基

月導 九員 日

要
必 細て

し
と 査

金

自 目な

曜動

日

安 項
審公 ４
員面 第 能

技

の会 号
次員 １
を委 第
査

第
り長 び
お員 及
と委 イ

実
施西

、。

。 ３
る古 の
す佐 条

り 。よ とに こ書 る文 あ 式合

。
る
す
知
通
に
人
本

格るの格

式合あ式合あ

こ筆基こ筆基

の格るの

記準と記準と記準

筆基

験、

試は。試は。試は

験、験、

に に に

りーりー

よパよパよパ
うン

行セ行セ行セ

りー
もトもトもト

うンうン

あ試はあ

の以の以の以

こにそこ

格る験、る

合
。りぞ。

準とよれと

基
、行れ

は

う
ン

セとセ

ーのー

パもパ

審試
以そ以

ト、ト

ンし

て
じ 方準

に
法 査方

の
験

求 項
４

第

等の
も
う 法行

許

免る免型免

イウエ

第

に通又

普許技大許）普

は検自係自は

通又能型

動普定動る動普

自

許）

提写掲免型

アイア

査書型に

出規審し示大
動る

類第細類自係

書則

しの

と上と上と上

３目

、成、成、成

しのしの

３

大に普に査

項表表表審

通規型規通規の

の普に

請

に自定自定自定申

表

車る手

規動す動す動す

合の

上の上

定車る車る

２

成格成

の

関 受

の型る

時場審釧条大す
則

格方３自規

間所資路

と

午札北管４車

面第動

、
し

指指
習習
教教日
期

ウエ

車通員車運車通

導導平

免二動

第自資第転第自

車者種許種車

二動格二

許二

免第証免証免第

種
許二許及
規教免

の種普のびの種

許）習則習許

技免通教

導係

検に指第指に

能
定係導
審第審運

員る員条員る

第つ第転

条に車運

審運

免証

項て種許

１い二免

第査のび

は審許及

又の
の技規

定７

第部検第

条一能則

に除審第

項免員条

１が

二習

す第技第教第教続

検種指種指

る二能二習

員

能免定免導免導

技種

の資の資

検許員許員許

員技格教格教格

定の資

証指証

資能者習者習者

者定導導

格検証指
型審通

証員普員大員普

審通審

大査）査）査）

第二成

前幌海内項第平

手警住２種６

９市道に

許国

か稲察所号免年

時

部有該の家

ら区本をに

安

後５交す当技公

午曙

者る検委

５条通るす能

ま丁運でも定員

時４部

で審規

で目転あの員会

成

番許てあ査則

１免っ

員員
審審
９

査査年

大普月

型通
種種
二二日

査転査１査転

）

））水

受の受許

を免を項を免
よ及

け証け表け証

受許
うびう規うび

よ及よに
すすす則

と規と定と規

る第るるる第

す則
者７者教者

、指、第

は条は習は条
型項

大１大導大１

、第

を項

規さ査１

型項型員

る者け表

する受の

定れ

と定

査あう規

審でよに

書きるる

請とすす

申る

定

こ、検

、は能

は者技

のをのをの

を型員

れ大

付

）受交受交受交

型を

よをよを

のけ付け付け

付う受う受う受

交よを

たすた

をとけとけとけ

るもるもるも

受すたす

はで

た者の者の者の

け

あ、あ、あ

もはではで

こ

で規る規る規る

の、

第と第と

あ則こ則こ則

３

１試、るを第
る第と

課路とけ号

号験道こ受
下

幌通う以

札交。よ。

転第す

運法と
る規 免

、と

試のは」

許条者則
。

４能う

場第技い

験２
項検

五
二

動格動表

自の自資自の
第規

車に車者車に

動表
二定二二定

第規第証

格

証自資

種す種大種す

１二

書第証

る車者

す動

１面

。

通の通種大

。 こ７。
１１

。第第第

と条条条

第定）

ののの

項項項

１

第

又査条

号審７

２員第

第に１

は等



平
成
十
四 法規関自に年 律定す動関八

北 海

定る
検す

能関識

技に知
す自正 自察道

る動化 号 動及路

道 公 報

４

能関能 査技審技に技 審

定る 方検項検す の能査

能の 審技車 等員
法定目

査審

第

お請

紙受平らな申

証か
後、先

で付成午

納期

電

す８時送

付間年５郵
よ路海話

る月まに釧北

で こ

号

査 教査成

る審審平
を 習手

の海
け 導料北

受 指数年

第する車す 資納道
よ 員

月 る法のる九 号自令運知日

能

第車つ技

）動に転識

代の評

条転ての

２運い

第金

項業識方

１行知価

曜 にに法

日

運旅車に

文ので

論そ績

第 の採送客運関 ） 車び

動代る ２ 運点法自転す

転の

業律 第

技技昭車行法 条
送の ３

能能和運

に

業務成 に

関年事業平 項
規

す法

る律及の

こ正そ績

観第定び適年

検運

技準と誤ので

実基

細て
し

と能 査員技
定転

つじので

動
自 目な

要
必

い 能。合あ

技

と日とる市道

。す申大警

。は毛釧－ 月る請楽察

）
らけ１方－ か受北路

付丁面

日け目本
部内 な

）。８転線 月い番運

ま号免

者例
と 格付条

う

で許）

る 証第
す

者
２ 審 ）第

、 通）
は 普号

る すめ を定 請に 申条 査

筆基こ

の格る

式合あ

る

験、
試は。

記準と

に
もト
うン
行セ
りー
よパ

格る

試は。式合あ

の以

筆基こ

験、の

に
りー試は。

よパ記準と

行セ験、

うンに
行セ

の以りー

もトよパ

、成もト

しのうン

と上

審て 試）格る

そ績の以

運方準と

の 験の基こ

免 動に、 査転 自法は。

許 車準
セ 験 運てー 試 方のじパ
もト い 法にうン を 転行

等なと上 。
要の以 う
必

転

日運

曜路

土釧

の課

以

場

日験

曜試

日許

び免

及

、 きを と額

の
日
く
除
を

当 道
相 海
に 北れ 、こ に

の 会
面 員
額 委
る 安
す 公

１

、成
しの
と上 北 手

審アイア
技

の類技教日技

査種期

検

類検指検能

種能習能

しの

のでと上

、定導定

１

格る、成

合あ

北

道号 見

イ平 方

の成

路
面交
規 公通
定年 安

に８

法
委

よ月 員

同そ績

能、成 下
技しの

格い査

合合問審

５６

に

す

表表わ関

発発合に

格 す

時
９
前
午

、先る

はせ 関識

技に知

る習る

す教

例入
収 条
道 料
海 数

能 関 指項に 習査習 教審教

審員

期員員員定

員
導目

時格

、査査査資

日審審
、の

及型型証

間大大者

所通通付

場普普交

び、

た

特特け

大大受

、、を

り９

昭

、、

会

、日

和
告

技 示

能
年
第 道

検
法
律 北定 号第 見員

審 方

査 号

面

第
及北 ）

公び海

教道 安

習北 条

委

正項業識審問 適１行知

に規関終合 化にに査い

すする後せ 関定す了わ

法自令お、 るる法おは

第車つね請 律動にむ申

条転て週に ２運い１先

道定び

以る 第代の間す

能る要路す自

車技す必

旅車

運教技な運る動

の

の習法客運

転習能教送

技

２動代

能自教の第自転
業

車を能条車行

動習技

業

運う３送の

のい第運
の

に）に業務

転。項事

指 査審習 審教

関に規及

な
要

必 細て
し

と 査員
導

当

自自で

普普者

動
自 目

牽技

、、該

二二
け 牽
んん

け

員
定

））検

引引能

五 資

三

指見 の

に
証

者
格

員

員面 第
導方 ２

会

審公 ４ 告査安 項

示

イ
の会 号

次員 １
を委 第

実 第
り長 び

お員 及
と委

施磯

書
文
、。

にと

内こ

す 条

績

す
知
通

に
人

本
り

よ
に

誤ので

そ績実基こ正そ

は。式合あ

ので技準と

格る験、の格る

合あ試

筆基こ 基こに

試は。

準とよパ記準と

、行セ験、

は。りー
うンに

ーの以りー

パもトよパ

ンしのうン

セと上行セ

に
法 査方

の
験 審試

能
技

運
る
係

う 法行
て

じ 方準

良 第
。 ３
る江 の

許
免
転

、成もト

。
る

第

三 項
４

のでと上

以そ績の以

ト

格る、成

の合あしの

上
、
し

と 等の
も

成



イ証
成で付

項写審審平紙受
納期

査 又審し査
を は査手
料北す

受 第細数年付間

目け

つ納道こ

よ 条にの海る

第

北 海

２３

見３査提

受北の審ア

条

能

北北資方第の出技

審

請類検

見海格面４申書

大警内第手定

市道管項

北住号審

正察に２続員

道 公 報

間所１札北ア

時場
アイ

市道外

有平の幌海以

を

午の手警の

す成
る

区本査

者年前ア稲察審

を９９の

第

イ
平習教種平学平教

教の

指

成指習類成科成習

指 導指以

９員

年員導外年導年導

審員の９員

号

平の
成種平技
十類成能
四検 以

年外年定
八

と １い付条と

う の９員

る にの第
す 項て例。

者 規審
一第
、 すの）
は 定査号

申 査が条 査 審部２ 審 る
さめ を 請除定 請 申免に
る れる す 書

見所に査

面有当に 地方を該等 番
部るるす １本すす関 の

で則

通での規

交者もる

北っあ

課あ
と６

運、こ成

見てる平

曙部

免路。年

転道

か並５交

除月時

く

午に４部

。日らび条通

）
）５イ目転

木後同丁運
番許

及時の１免

で及１試

びま

課

日び号験

）係幌

金に札

格

月査資運月及月資

び ２格転
許能証

日者免日技日者

証

導）交

水のの金指木の
を

か付類員付

）交種）

け

４受応資受

らをにの

たたをて

日けじ格

）で習すな

金者教有い

月運月資

九格 転

日

許証

免日者

類付

種）交

の金の

金

応受

にを

曜

たて

じけ

日

き 者を と る額

能な

技い

に 北 るれ 、 あこ に で、

、す 公

は当 道

き相 海

と

会

を面 員

れ額 委

こる 安

通家

許交国

す北 手

証の

委

場第安

験法公

試

４第

第則

２規

の会

条員

る運

号第

２）

第号

項３

試

間許

日査免

２審転

の

導者者

ま当指るい

場
験

の教員

で該
を指

日指査科

３習審学

よ及

資け員

員受導

間導
にす能

証と技

者うび

格

定者

検い

るも導

係る指

す
と
う
よ
け
受
を

査
審

員

収 条

書道 料

る海 数

も
る

通の通例入

１面１

に技 習査習る 教審教す

条

又３

員
導目関能 指項

１

第第

は

関能能関

に技技に
識
知

の

運の員
る定る

す検す

４
許格

免資

転
の能査能 申査技審技 審
法定目定 先方検項検 請 成午お

平らな
か

の

等員

後、

審 に教車 ８時送

年５郵

導転

す指運 査審 関習の
て
し

識と能 査 知員技

る

つ技自

動
自 目な

要
必 細

て検車

て動い能動

っ自
知の運

る教の定の

い車
に施技

項所識実転

事習

価

るす評

す関の

関に能

道項

に識法

令知方

法る

び規
路 の動及に

車自察
点す
通 転の採定

交 運車
技教
第 能転のる

法 技運
技
能能則

関内 の

にの 条

す容

北電審技

観４な

ると 第

市道検 見海話査審能 北

定
員 大警

査

北－と 正察

し 見

必 方細 番－て

地

要 面 の

目 １な 本

月まに

通線動 交内自 部

でよ
す申

日とる

らけ

か受

）。は

月る請
付
な

日け

能の

基こ技そ

）。

月い

、験格 審 は。試合

準と

の基

セに、

ー法は 査 パ方準

ン準

上行セ

以てー

トじパ 方

そ績論そ績面
のうン 法

で文ので文ので接

績論

る験

あ式合あ式合あ試

筆基こに

るの格るの格

準と記準とよ

こ筆基こ

。試は。試は。り

と記

う

験、験、行

に に
りーりーの

よパよパも

うンうンし

行セ行セと

の

つじので実基こ正そ
式合

い。合あ技準と誤

、の格

て）格る試は。

筆基

のの基こ験

運方準とに

試は 転法は。よパ記準

行セ験、 免に、りー

許準 じパうンに
りー 験てーもトよパ 試

ンと上行セ を行セの以

う
もトしのうン い
う

技 課

試 見－能 北

審験 運
転）

方の 験車 試動 許査自 免

土
の

で
ま

必 法に
転

運 場

日
び

及
日
曜

五曜

四

績の以

成もト く
除
を

日

る、成

あしの

でと上 等 の以の以そ

もトもト、

しのしの合

と上と上の

以、成もト

、成、成格

上 以
と上そ績の以 。
の

合あしの 下
しののでと

要
同そ績格る、成

、成

９
前
午

の
日

に
能

技 等な

時



種期時

アイウエ

平 類技技教教日間

成 能能習習

十 検検指指

四 定定導導平午

年 員員員員成前

八 ９ 審審審審

北 海

１１ 北

道号 見

イ平審 方

の成査

路 審

面

の

交 査

規 公通 に

定年種 安

に８類

法 関

委 す

よ月、 員

り９期

昭 る

会

、日日

和 問

告 い

道 公 報

発合

格格い

合合問

５６

教に、先
はせ

表表わ

発
査 い習つ審 つ

第

知自

関識
に知

習る
教す

則の識動

必学す必教そ

要科る要

号

能る
技す

月 査査査査年時

九 ９か

日

午

大普大普月ら

型通型通

種種種５

二二二二日後

種
））））水時

金

で
）ま

曜

日

技、 示

能時

年 合

第

検間

法 わ

律 せ

定及 号

、員び

第 は
申審場

海 第

先及北 ）

請査所 号

にび

す教道
方 ２

こ指見 の

る習北 条

了 の導て終 て指い

と導

し識お 識と知後 知員の
教週 な１ 要ね 必む てお

に そ績論そ績内
以 育間

知なの他車
ので文ので

習

教習識教内自教

な教

習の習容動
なのに

の自教のと車所

車を能っ運関

技動習技
ういにる

のいて転す

能

）事す令

転。る関法

運

正そ績論

関に項るに

に

習能
教技

で誤ので文

績
の

運う
のい

車を
動習

自教
準

績面基
関に

に）
転。

項
審公 ４

。員面 第 で接

会 号
次員 １
を委 第
査安

り長 び
お員 及
と委 イ
の

実 第
施磯

合あ、

。 ３
る江 の
す 条

書 格るの格る文 合あ式

と記準とに 基こ筆基こ

験、り は。試は。よ 準

本 、

に人

行セ通 ーりーに パよパ

る トもトす ンうン知 セ
の

あ式合あ式

。 以の以

記

こ筆基こ筆

るの格る

験

。試は。試

と記準と

に

験、
に

う

行セ行

りーり

よパよ

試は

の以の

もトも

うン

とよれ

こにそ

る験、

あ

行れ

。りぞ
う

、ト
しン
とセ
のー
もパ

そ以

エ
許教査成

型免る審審平
査 ）普

を 通又習手

普導料北
受 自は指数年

アイウ

第

三 項
４

良 第

動

普許技大許

免型免る免

型に通又能型に

大許）

定動る

自係自は検自係

のしの

上と上

動る動普

３

成、成

普に査提写掲

表審アイ
査書

通規の出規審し示

請類第細類

自定申書則

と上と

車る手３目

動す

、成、

しのし

関項表表
型規

条大すの普に大に

自定自定

の型る表通規

則規動す動す

３自規に

上

４車定車る車る

第動

２
格成
合の
の

面
格方

所資見

場審北
受

よ 車通員の海
け 札北管

動格付条
う 第自資納道

第証第
す 種車者例

と 二

る 免

者 許二

、 教免通）
は の種普号

条 査 指に２ 審 習許）第

審運定 請 員るに 申 導係

第転

車運車通員車運

を

二動格二免

第転第自資

証

種許種車者種許

二免

許二許及

免証免第証免

許及

通教規

のびの種普のび

則能許）習則

技規技免

検第検に指第

能
定７定係導

審運審第

員条員る員条

習第つ

第教続条に

審第

の

免導項て

種指１い

二
格第査

の資は審

許員又
の

教
習者
導第部

指証条一
に除

審通項免

員普１が

査）

二習

項第平す第技第教

種検種指

第二成る二能

年能免定免導

２種６技

に許国検許員許員

号免

教格

該の家定の資の資

能者習者

当技公員技格

委格検証指証

す能安資

も定員者定導

る検

審型

の員会証員普員大

で審規審通

海内
あ査則大査）査）

稲察所

手警住

市道に

幌

る

５交す

曙部有

区本を

転あ

丁運で

４部者

条通

査転め

番許て

１免っ

目

を と 受許額 る を免る す

うびこ に よ及、 き け証

相 海

す則に 北 と規れ 、
道

る第

五 当 者

公五

１額 委

、第る 安

は条す

１査転査１

型項面 員

大

許受の

を項を免を項

査

に

け表け証け表

受の受

規うびう規

よによ及よ

則すす

と定と規と定

う

教

るるる第るる

すすす

能は条は習

者技者７者

１大導

、検、第、指

は

さ

型員型項型員

大定大

付する

受交定れ

をの規
あ

う受審で

よをる者

け
も請と

すた申る

とけ査

あ、

はでは

者の書き

る
第とを

則これ

規るこ

、

受交

るを第型をのをの

け付け付

こ受３）受交

。交よをよを

とけ号の

け

う以付う受う受

。よ

すたすた

と下をとけと

す受

の者の

る規けるもるも

」もはではで

者則た者

規る

、との、あ、あ

は

あ則こ則こ

技いで規る

、

検。る第と第と

能う

通

札交

課路

号験道

１試
転第

運法

幌
免

項
４

場第

験２

試の

許条

海 数

動表北 手

自のの 会

二定収 条

第規道 料

車に

自資自の自資

種す例入

車に車者

動格動表動格

定二

第証第規第証

車者
二二

。証

種大種す種大

項１面１

１書

第る

条す

。
の通の通

定）こ７。

審７。第第

員第と条条

のの

等第項項

査条１１

第
は
又

号
２

第

に１



に員
導目 指項 習査 教審

査審 動関審 自

北 海

定る
検す

能関識

技に知
す自正法規関 道

る動化律定す 号 路

道 公 報

検す

査能関能

審技に技

動及

技車自察

目定る

項
審能の

第

４

請の能

らな申査技

か審

郵法定

後、先方検

午お
に北北電審

時送等員

５
でよ見海話査

ま

号

紙受平

証
平で付成

成納期
十付間年
四す８
年る月
八

転識査 運知
のる

車す こ

績

法
方目 価

評
の細 能

技

車に第する

文ので

論そ

る法 ） 運旅

送客運関

に ２ 法自転す号自令 第
動代る）動
い 第
昭車行法第車つ 条

条転て ３
和運業律２運

送の

知 に
年事業平第代の 項

項業識 規
法業務成１行

律及の

正そ績

第定び適年にに

採

検運車び
と誤ので

こ

転の 査員技運点

定転の
に 細て能能

し技技

と能
動観

自る 目なす

要関

必

あ技準

技つじので実基

とる市道

い 能。合

す申大警
北－ る請正察

。は

見

け方 番－ 受
地 付面 の
１ け本

。通線 い交内 な部
課
） 北

月と日

九。

日

ら
か

）
月

金日

曜

）
月

日

こ

の格る審 式合あ

で
ま

、
試は。査 記準と

筆基
験

方 に
ト
うン法 行セ

りー
よパ

格る

。式合あ

等 の以
も

試は。

記準と

筆基こ

の
験、
に

もト
うン
行セ
りー
よパ

審て 試）格る試は

の以

の 験の基こ験、

運方準とに
りー 査転 自法は。よパ
行セ 免 動に、

許 車準
ーもト 試 方のじパうン
上 を 転行セの以 験 運て
もトしの い 法にうンと
そ績 。
要の以、成 う
必

許
免

転
運

見

以 等なと上

日
び
及

日
曜

土
の

場
験
試

の
と上 の

日
く
除
を
日
曜

、成
し

調納納札の
入次

イウエ

を参ず

察察達にい

警警

の
と上

す加れ 入入 官官

１

、成
し

北

次 海

の平警ア 道

と成察入 警

官調 お 察札

り年達 本

一８男を に 部

般月性す 付 告

、成合あ 下
技しのので

審

５６

に同そ績格る

能

発合に

格格い査

合合問
先る

はせす

表表わ関

発

午

関識
に知
習る
教す

、

能
に技
習る
教す

時
９
前

関

性性物るも

男男るすに

のに当

））品者該 期場

る

靴靴仕日所必す

用用
等なこ

下下様要

成約格。

厚薄平契資と

担

地地
））入

者

札年当

説
明月等

競９）る 示

争日用物
す

第

入靴品 る

札下の 事 道号の項名

以入称 警

び

下札及

察

」
札量

入数

本

査い 業識審問 行知

い
と

る後せ す了わ 関終合 に

請 にむ申 令お、 法おは

間す て週に い１先 つね

す必道定び適１

以る の
に

能る要路す自正項

技

車に規

教技な運る動化

法客運関定

習能教送旅

の習

るる

自教の第自転すす

車行法自

動習技２動代

い第運業律動

車を能条

２運

運う３送の第車

の

に業務条転

転。項事業

車

関に規及の第代

に）

能
員技
導転
指運
習の
教

８が

動
自
な

要
必

て
し
と

書
に日指

所
場

。る

るす

よ定 足足

部

）
。
う

告

実海

を北

示

長
部

。本

る察

す警

施道 に
書
文

、。

にと

内こ

上

そ績

す
知

通
に

人
本

り
よ

技準と誤ので

実基こ正

、の格る

試は。式合あ

筆基こ

験
に
りー試は。

よパ記準と

行セ験、

うンに
行セ

の以りー

もトよパ

で

技そ績

しのうン

と上

基こ

験格る

試合あ

能の
に、

法は。

方準と

の
準 五じパ 六

男
都
美

原

うン
行セ

てー

そ績の以

、成もト

。
る

、成

合あしの

のでと上

しの
と上

の以
もト

格る 、成



税入の郵

アイ

平 便 入札入昭定

成

等 札 以 札保和め

十 る 保 下 に証

四 証 参金年とに

年 金よ 消 加を北こ

八 費 し納海ろ

北 海

入開開

電入入

アイウエ
札札 号行

札 番執
話札入

保 の札札

場
－所

道 公 報

契北北

イ

警

条 申査道道

約 審海海
本 を 書行幌察 項 請を札

のた中部 示 類っ市

第

ア

るう 検条

者か

付のはの申申 条 査件こ

請請 ５ 応一入、審 の に

査

の ら競はかを の じ般札

れ争、ら申 ２の

号

が本

平格道日

資
アイウ

有行国

成を
名お

北る指に

年すう内

る の 海こ

月

入 納 税 よ付道に

九 付 等 うす規よ

日

こ第。 の 」 とる則る札

免 と す

除 い ると
納 。 は。 、 う 者。号

金

方 相 そ下 付 ） 、以

曜 当 の

等 額 者財 法

日

日場日

含 見規 は を の務

及証 場
び
日所時所時金 －
時

海成にに 内北北平アイ
同同 線海
道道
札警年じじ

幌察８。。

市本月

中部

務 場

提と央総 す

央１日

２会

先は所北部

出き区

郵北電査西課

審条計

、
番果丁

け便海話結７

な

申

ば号警号を目

れ番道

な察

請 本 ら

に

な－部－者

総 い

請 の

札方まし 規時方 る入地
に と参自でな期法 定 こ
資法定れ よ 。加治にけ
成請 条

格施めば平申 る

書 件

の行るな

審令とら

査こな年類 付

。月提 般
昭ろい８の 一
よ９出 競

和に

て

道と競い

年り日先 争

約

第札契

示入、

告。争
に

等

はる者

又す当

号関担
を求

成名の

平指

む 積則 、

北止に

年停め

い 第 ） っと 令 。 も」 政

の た
契う

約。

５７ 額第 のの 金） 分条

に及
ら 税当北か 費相び条 消

午

区階

びる道第 及す海

場時

条会９

２札前

北入
西
７

通

目
丁分

務－ 。

部知
す 北会

る

幌線 札内 道課。

海計
市
中

政、かの 入

条
２
北
区
央

示 で
令１ら指 札
第の

日に あ
。ウでり の

号のまよ る

し 入
下掲成 、
以に作 で
げ

請 参
令資申 に
政るた 札

い有類 し
とを書 加
」格

海

告て北

道れり

海さよ
こ察

９い警

第な道

示い
の

定員

規。職

にとの

号
品い

物会

る立

す

額財 地

則で

消ま 上規

方条 以務
２

費の
詳官調

察入

エオカ警ア

のの細達
札 ここ

、性す 付

入入は男を に

ウ

札札

の落者約名所

係分業契

札でに

る
課

者あ関

目
丁
７
西

アイ
無 そ

効入す切
捨 各 札と札落るり 条 開

る額をて 号 の札 す金額

と
。る提 う
うすを よ

決

第すどし

）か出

務 交て

落財っ契

イも要
作 付則札 者書 規入

札約

の、

入に

購下

のの

の

報説

郵電札交
入

アイア

）る

よよ書付 にに明

便

る び執札用物
す 及の入

は明手の 事

契行説白品

にの称

は、書袋項名

約

る札び

調開よ入及

、公
の

続。量

手る。数

達す

相在 事とるす に 税

止
停

す 者っを事 当 業なかる

者しを称地 る でた申務

、る当 額 るは出担 金 あ
入 免落こす北北電 を か

道番 札 税札とる海海話

織警札号 書 事決。組道

者後の察幌 に 業定
記
で速名本市

に定 。等加た に の時

載

係し額 げ おに に算金 掲

を 入 てた るた） る い当
て 費額も 札 、っ 他消金

のは 税っ 及 １

、 等当て び

取金札 の に入 の該落 こ

格 告 定書 扱額価 公 規札

第

る記１と に すに いに

有 決成
効

１入 方要 第な 条 定の 方

る 規限 のに 項 法法札否
） に

海話の。 定 北電ア

た り

警号所し よ

道番場

察で
交者 定 本

札札付場 入入交

るるの

認認す

、、関所

ははに
い項海

なな事北

めめる

有
が
等

市
幌

札

。。道

い

。
る

得
り

五
七

す あや称部中－

るか及総央 る

所部北 こ－ かにび務区

を消 と
問費在会２ 。

内 ず等課西

わ税地計条

見課丁線 、の７

積税目

も事

資載円す 定

で た者 っ業

をれ満の る 格さ未る め
し金端、 札 有たので 入

いにが札 関 な額数入 に
の該る参 る 者当あに す

た額きす 件 し金と加 条

、者 違 入のはる に
札

落 た

部－付を め

そは 反

す 総

る札 予

部。者 定 － 務

と 価 会

す 格
の

限 線。 制 内 課る の

計

範

西
条

２
北
区

央
中

で
内

囲

額か 金る 約あ 契

目
丁

７

税 の免
事

端消 たの 財

の、 し分 、

金税 札に 規

数費 入５ 務
第、当をに

は額等 相 則

を
格

価
の

低
最



開開入

入入

アイウエア

札札 行に
札 執札

札入入

所し

場加 保 の参 札札

北 海

契北北電

イ

申査道道番

約 審海海話

行幌察 項 請を札警号

条

書を 類っ市本

のた中部－ 示

道 公 報

ア

申

査件こ札る

検条入げ

応一参格

の に付に資申

し有

札 じ般加を請請

入
、 れ争よすのの は ら競

第

道日

入次資

ウエアイウ

成をが本

納納札の平格
有行国

にい
参ず

指に

加れ年すう内 入入
るも海こ名お

すに北る

号

イ

平警警調

成察察達
十官官を
四す
年男男る
八

及よ 証 場日場日 性性物

す

日所時所時金と

びう

には

北北平アイ者
る

時

同同、

海海成に

道道
８。。の

札警年じじそ
の

市本月者

幌察
中部

す

央１日見

提と央総

場

先は所北部－ 出き区務

、２会
内 郵北電査西課

審条計

道番果丁線 便海話結７

番
号警号を目

察申
請 本

に

－部－者

総

札とか
時方 政 る入うる

う

第 と参すど期法

令 こ
。加る

資者か

請け の 格はの平申な 条

書れ ５ の、審成
査 審

のな ２
査かを年類ば の

請月提ら の
ら申８

日先い 定
まし９出な 規

者該道と競い 期場

でな

す示入、

に当告。争て
に約

要る第札契

日所必
なこ
又す当

平契資と号関担

担はる者

成約格。

者成名の

年当平指等
を求 月等
日指北止に

８が年停め

月））品

九用用の

日

袋袋等

手手様

白白仕

厚薄

金

））札

地地入

曜

明
説

日書
に

札前っ

北入午も

区階積
た

２
条会

目額

丁金

７約

西場時契

通

相
等
税
費
消

務－ 部知
す 北会

る

幌線 札内 道課。

海計
市
中

けかの。 に

条
２
北
区
央

示 る
定れら指 よ

に
めば
とらまよ 件
るな日に 条

般
ろい作 一
こなでり 付

入
りた 争
よし 競
に。成

類 あ
の書 で

２請 札
、申

て北

す道れり

定海さよ

所第な道

場示い海

る告

職

にとの

号こ察

９い警

物会

る立

すの

定員

規。

よ

品い

オカ
含
を
額
当

。
る 双双

ウエ

名所のの細

業契ここ詳

札札、
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